
平成１５年度予算概算要求に係る個別公共事業評価書 
 

平成１４年８月２６日 省議決定 

 

 国土交通省政策評価基本計画（平成１４年３月２２日省議決定）に基づき、平成１５年度予算

概算要求にあたって、新規事業採択時評価及び再評価を実施した。本評価書は、行政機関が行う

政策の評価に関する法律第１０条の規定に基づき作成するものである。 

 

１．個別公共事業評価の概要について 

 国土交通省では、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての所管公共事業

を対象として、事業の予算化の判断に資するための評価（新規事業採択時評価）及び事業の継続

又は中止の判断に資するための評価（再評価）を行うこととしている。 

 新規事業採択時評価は、原則として事業費を予算化しようとする事業について実施し、再評価

は、事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業及び事業採択後１０年間が経過した時点で

継続中の事業等について実施する。 

 事業を実施する者は、評価に係る資料を作成し所管部局等に提出する。所管部局等は評価に係

る資料をもとに評価する。 

 

（評価の観点、分析手法） 

 国土交通省の各事業を所管する本省内部部局又は外局が、費用対効果分析を行うとともに事業

特性に応じて環境に与える影響や災害発生状況も含め、必要性・効率性・有効性等の観点から総

合的に評価を実施する。事業種別の評価項目等については別添１（評価の手法等）のとおりであ

る。 

 

（第三者の知見活用） 

 再評価にあたっては、学識経験者等から構成される事業評価監視委員会の意見を聴取すること

としている。 

 また、評価手法に関する事業種別間の整合性や評価指標の定量化等について公共事業評価シス

テム研究会において検討し、事業種別毎の評価手法の策定・改定について、評価手法研究委員会

において意見を聴取している。 

 また、評価書の作成にあたっては、国土交通省政策評価会において意見等を聴取することとし

ている。 

 

２．今回の評価結果について 

 今回は、平成１５年度予算概算要求にあたって、個別箇所で予算内示をされる事業について新

規事業採択時評価３７件及び再評価１４件を実施した。事業種別ごとの件数一覧は別添２、評価

結果は別添３のとおりである。 

 再評価にあたって、個別事業ごとに事業評価監視委員会から意見等を聴取するとともに、評価

書の作成にあたって、平成１４年８月９日に国土交通省政策評価会を開催し、意見等を聴取した。

今後とも、これらを踏まえ適切に個別公共事業評価を実施することとしている。 



＜評価の手法等＞ 別添１

事業名 評価項目
評価を行う過程におい

（ ）内は 費用便益分析 費用便益分析以外の
て使用した資料等

方法を示す。 費用 便益 主な評価項目

河川・ダム事業 ・事業費 ・ 被害軽減 ・ 災害発生時の影響 ・国勢調査メッシュ統想定年平均 期待額
(代替法 、 ・維持管理費 ・水質改善効果等（環境 ・ 過去の災害実績 計※１

整備事業の場合） ・ 災害発生の危険度 ・水害統計CVM ※ ４
（環境整備
） ・ 河川環境をとりまく状況事業の場合）

（環境整備事業の場合）

道路・街路事業 ・事業費 ・走行時間短縮便益 ・ 物流効率化の支援 ・道路交通センサス
消費者余剰法 ・維持管理費 ・走行費用減少便益 ・ 中心市街地の活性化 ・ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ調査（ ）※２

・交通事故減少便益 ・ 地域・都市の基盤の形成

港湾整備事業 ・事業費 ・輸送ｺｽﾄの削減 貨物 ・ 地元等との調整状況 ・各港の港湾計画書（ ）
消費者余剰法 ・維持管理費 ・移動ｺｽﾄの削減 旅客 ・ 環境等への影響（ ） （ ）※２

空港整備事業 ・建設費 ・時間短縮効果 ・ 地域開発効果 ・航空旅客動態調査
消費者余剰法 ・用地費 ・費用低減効果 ・ 地元の調整状況 ・航空輸送統計年報（ ）※２

・再投資費 ・供給者便益

航空路整備事業 ・施設整備費 ・飛行経路最適化効果 ・ 騒音影響等の環境改善効 ・航空旅客動態調査
消費者余剰法 ・施設更新費 ・航空路容量増大効果 果 ・航空輸送統計年報（ ）※２

・維持管理費 ・安全性の向上効果 ・ 通信速度・容量の向上効
・費用低減効果 果による輸送の効率化

都市公園事業 ・事業費 ・利用効果 ・ 安全の確保 ・都道府県別将来推計都市の災害に対する
（ ､ ・維持管理費 ・ 長寿・福祉社会への対応 人口トラベルコスト法 ※３

） ・地域防災計画 等代替法※１

官庁営繕事業 ・初期費用 ・利用者の利便 ・ 事業の緊急性 ・官庁建物実態調査（ ）建設費等

（ ）・維持修繕費 ・地域への寄与 ・ 計画の妥当性代替法 、消費者余剰法※１ ※２

・安全の確保
・環境への配慮

評価を行う過程におい事業名 評価項目 て使用した資料等

海上保安官署 評価対象事業について、右のような要素ごと ・ 事業の緊急性
施設整備事業 に、評価指標により評点方式で評価する。 ・ 計画の妥当性

・ 事業の効果

船舶建造事業 評価対象を整理した上で、右のような海上保 ・ 海上警備業務
〈巡視船艇〉 安業務需要ごとに、事業を実施した場合 ・ 海上環境保全業務

事業を実施しなかった場合 ・ 海上交通安全業務（ ）、 （ ）with without
それぞれについて業務需要を満たす度合いを ・ 海難救助業務
評価するとともに、事業により得られる効果 ・ 海上防災業務
について評価する。 ・ 国際協力・国際貢献業務

※１ 代替法
事業の効果の評価を、評価対象社会資本と同様な効果を有する他の市場財で、代替して
供給した場合に必要とされる費用によって評価する方法。

※２ 消費者余剰法
事業実施によって影響を受ける消費行動に関する需要曲線を推定し、事業実施により生
じる消費者余剰の変化分を求める方法。

※３ トラベルコスト法
対象とする非市場財(環境資源等)を訪れて、そのレクリエーション、アメニティを利用
する人々が支出する交通費などの費用と、利用のために費やす時間の機会費用を合わせ

、 。た旅行費用を求めることによって その施設によってもたらされる便益を評価する方法

※４ ＣＶＭ（仮想的市場評価法）
アンケート等を用いて評価対象社会資本に対する支払意思額を住民等に尋ねることで、
対象とする財などの価値を金額で評価する方法。



（平成１４年８月末時点）

【公共事業関係費】

新規事業採択時評価実施箇所数

ダム事業 直轄・公団事業 3

補助事業等 4

補助事業 6

直轄事業 7

補助事業等 1

1

空港整備事業 直轄事業 1

都市基盤整備公団事業※１ 1

合　　　　計 24

※１

【その他施設費】

新規事業採択時評価実施箇所数

官庁営繕事業 8

海上保安官署施設整備事業 2

船舶建造事業 3

合　　　　計 13

事　　　業　　　区　　　分

平成１５年度予算に向けた新規事業採択時評価について

都市公園事業・港湾整備事業

公団が自ら企画立案し国の許認可を得て実施する事業を含む

事　　　業　　　区　　　分

道路・街路事業

港湾整備事業

別添２



【公共事業関係費】

再評価実施箇所数 再評価結果

うち見直
し継続

ダム事業 直轄・公団事業 0 1 1 4 5 11 6 0 3 2

補助事業等 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1

航空路整備事業 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 3 1 4 6 14 7 0 4 3

再評価対象基準

再々
評価

合　　　　計

その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

５年未着工：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業
10年継続中：事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業
準備計画５年：準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業
再々評価：再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業

平成１５年度予算に向けた再評価について（平成１４年８月末時点）

評価
手続中

事　　　業　　　区　　　分
その他 計準備計

画５年
５年

未着工
10年

継続中
中止

継　　続



【ダム事業】
（直轄・公団）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

天竜川ダム再編事業
　中部地方整備局 730 6,740 682 9.9

【ダム事業（事業段階の移行）】
（直轄・公団）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

設楽ダム建設事業
　中部地方整備局 2,000 3,111 1,162 2.7

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ
便益の主な根拠

新規事業採択時評価結果一覧

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

その他の指標による評価

総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

便益の主な根拠

・昭和４３年には天竜市等で1,675棟の浸水被害、また、
平成１０年では浜松市等で487棟の浸水被害が発生してい
るなど、過去１０年間に６回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、天竜市鹿島地点で18,300m3/s
の洪水流量を14,600m3/sまで調節する（既設新豊根ダム
約５つ分の効果）。
・既存ストック（佐久間ダム）の有効活用により、環境改
変を最小限に抑制することが出来る。
・排砂施設等の整備により、流入土砂の一部を流下させ、
天竜川における流砂系を復活させることが出来る。

・平成６年には、新城市等で９１戸の浸水被害が発生して
いるなど、過去１０年間に７回の浸水被害が発生してい
る。
・平成６年には１３１日間、最大６０％の取水制限を実施
しているなど、過去１０年間(H4～H13）に１２回の渇水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、石田地点で７，１００m3/sの洪
水流量を６，１００m3/sまで調節する。
・当該事業の実施により、渇水が頻発しており、また今後
水需要が見込まれる三河地域に水道用水0.8m3/sの確保等
を図る。

浸水戸数：123,000戸
浸水農地面積：9,500ha

浸水戸数：8,792戸
浸水農地面積：2,657ha

別添３



小石原川ダム建設事業
　水資源開発公団 1,960 297 149 2.0

（補助）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

男川ダム建設事業
　愛知県 173 569 131 4.3

五名ダム再開発事業
　香川県 212 224 158 1.4

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ

・昭和49年には白鳥町等で326戸、昭和51年には白鳥町等
で545戸の浸水被害が発生している。
  当該事業の実施により、寺前橋地点で590m3/sの洪水流
量を500m3/sまで調節する。
・平成８年には、最大30％の174日間の減圧給水を実施し
ているなど、過去10年間に3回の渇水被害が発生してい
る。
  渇水が頻発し、また今後の水需要増が見込まれる白鳥町
と大内町に対し、当該事業の実施により、水道用水
0.0347m3/s
(3,000m3/日)を供給できる。

・平成６年には、筑後川流域及び福岡都市圏において３３
０日間、最大８２％の取水制限が実施されるなど過去１０
年間において４回の渇水被害が発生している。
・福岡県南地区は、水道普及率が７６％と低く、現況の水
源による取水は限界に達しており、新たな水源が強く望ま
れている。
・昭和２８年には、旧朝倉郡内で死者２３名、家屋流出９
２戸の浸水被害が発生するなど過去４９年間において７回
の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、水需要の増加が見込まれる福岡
県南地域の水道用水として、0.65㌧/秒（56,160㌧/日）
を確保する。
・当該事業の実施により、ダム地点で３２０m3／ｓの洪水
流量のうち、２７０m3／ｓを洪水調節する。

その他の指標による評価

・昭和46年には、岡崎市、額田町で2,780戸の浸水被害が
発生するなど、過去30年間に12回の浸水被害が発生してい
る。
  当該事業の実施により、ダム地点で160m3/sの洪水流量
を30m3/sまで調節する。
・平成13年には、断水被害が発生し給水車が出動するな
ど、過去10年間に3回の渇水対策を実施。（特にH12,13連
続、今年も渇水対策実施）
  渇水が頻発し、また今後の水需要増が見込まれる額田市
に対し、当該事業の実施により、水道用水最大約2,500m3
/日を供給できる。

浸水戸数：1,884戸
浸水農地面積：1,258ha

浸水戸数：11,950戸
浸水農地面積：308ha

便益の主な根拠

浸水戸数：3,203戸
浸水農地面積：262ha



和食川総合開発事業
　高知県 136 139 60 2.3

儀間川総合開発事業
　沖縄県 130 214 114 1.9

・平成元年８月には、高知県安芸郡芸西村で７３戸の浸水
被害が発生しているなど、過去１０年間に４回の浸水被害
が発生している。
　当該事業の実施により、治水基準点堀切橋地点で４２４
m3/sの洪水流量を３８０m3/sまで調節する。
・平成８年１月には、最大１００％の１０日間の取水制限
を実施しているなど、過去１０年間に６回の渇水被害が発
生している。
　渇水が頻発し、また今後の水需要増が見込まれる芸西村
に対し、当該事業の実施により、水道用水0.0116m3/s
(1,000m3/日)を供給できる。

・平成6,7,10,13年と過去１０年間に４回、旧仲里村で浸
水被害が発生している。特に平成10,13年の出水では、島
内唯一の発電所が浸水し、あわや全島停電となりそうにな
るなど、治水安全度の向上が求められている。
　当該事業の実施により、儀間ダム地点で３１m3/sの洪水
流量を１０m3/s、タイ原ダム地点で２５m3/sの洪水流量を
９m3/sまで調節する。
・旧仲里村の上水道給水実績は、平成４年度以降は水道供
給能力を上回っている状況。毎年夏場の渇水期には、農業
用ため池から水道用水を取水しているため、基幹産業であ
るサトウキビ畑の干ばつ被害が頻発。（H4～H13の１０年
間に５回干ばつ被害）。
　渇水が頻発し、また今後の水需要増が見込まれる久米島
町に対し、当該事業の実施により、水道用水0.0035m3/s
(300m3/日)を供給できる。

浸水戸数：391戸
浸水農地面積：231ha

浸水戸数：555戸
浸水農地面積：110ha



【道路・街路事業】
（補助）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

銚子連絡道路
　千葉県道路公社 308 775 327 2.4

遠阪トンネル有料道路
　兵庫県道路公社 35 137 57 2.4

ＪＲ東海道本線等連続立体交差事
業（沼津駅付近）
　静岡県

790 2,071 755 2.7

南海電鉄南海本線連続立体交差事
業(諏訪ノ森駅、浜寺公園駅付近)
　大阪府

430 396 172 2.3

西武池袋線連続立体交差事業（延
伸）（石神井公園駅付近）
　東京都

430 429 172 2.5

ＪＲ鹿児島本線・豊肥本線連続立
体交差事業（延伸）（上熊本駅付
近）
　熊本県

100 196 58 3.4

・地域づくりの支援（地域連携プロジェクト(但馬地方拠
点都市 Ｈ６指定)､大規模イベント（Ｈ１８のじぎく兵庫
国体）を支援する。）
・安心して住める国土の実現（高速ネットワーク（播但連
絡道路）における代替渡船が確保される。）

・交通の円滑化（１３箇所の踏切除去等）
・中心市街地の活性化（沼津駅付近の低未利用地を周辺土
地区画整理事業と併せて整備）

・交通の円滑化（７箇所の踏切除去（うちﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切６
箇所）等）
・中心市街地の活性化（諏訪ノ森駅前広場整備等の中心市
街地内での都市基盤の整備）

・地域の競争条件確保のための幹線道路網の構築（地域高
規格道路（銚子連絡道路）：二次生活圏中心都市銚子市と
県都千葉市との連絡強化）
・都市圏の交通円滑化の推進（第３次渋滞対策プログラ
ム：猿尾交差点）
・道路の防災対策・危機管理の充実（国道126号：緊急輸
送道路一次路線）

総事業費
（億円）

・交通の円滑化（９箇所の踏切除去（うちﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切８
箇所）等）
・中心市街地の活性化（石神井公園駅前広場整備などの中
心市街地内での都市基盤の整備）

・交通の円滑化（５箇所の踏切除去等）
・中心市街地の活性化（上熊本駅前広場整備などの中心市
街地内での都市基盤の整備）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
便益の主な根拠

計画交通量：8,700台／日

計画交通量：9,200台／日

踏切交通遮断量：17万台時／日

踏切交通遮断量：42万台時／日

踏切交通遮断量：16万台時／日

踏切交通遮断量：19万台時／日



【港湾整備事業】
（直轄）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）
能代港　大森地区
航路整備事業
　東北地方整備局

28 78 25 3.2

千葉港　葛南中央地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
　関東地方整備局

25 98 22 4.5

東京湾　舞浜沖
海域環境創造事業
　関東地方整備局

25 110 21 5.2

名古屋港
大型浚渫兼油回収船建造
　中部地方整備局

65 761 319 2.4

呉港　阿賀地区
臨港道路整備事業(阿賀ﾏﾘﾉﾎﾟﾘｽ
線)
　中国地方整備局

120 697 107 6.5

博多港　須崎ふ頭地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
　九州地方整備局

148 381 110 3.5

那覇港　浦添ふ頭地区
臨港道路整備事業(浦添線)
　沖縄総合事務局

244 1,635 215 7.6

総事業費
（億円）

輸送ｺｽﾄ削減
(平成13年度 取扱貨物量：
2,725千ﾄﾝ/年)

輸送ｺｽﾄ削減
(平成11年度 取扱貨物量：
195千ﾄﾝ/年)

生態系や自然環境の回復・保全
（平成24年 推定背後圏世帯数：
56,621世帯）

・浚渫土砂処分コストの軽減
（年間１７５，０００m3）
・油流出事故による被害額の軽減
（年間４８２KL）

・油回収船の配備により、沿岸住民についても流出
油による直接被害リスクが軽減される。

その他の指標による評価

・船舶の大型化により、輸送コストが削減されると
共に、ＣＯ２が削減され、港湾の周辺環境が改善さ
れる。

・荷主と港湾間の陸上輸送距離の短縮により、輸送
コストが削減されると共に、ＣＯ２が削減され、港
湾の周辺環境が改善される。

・過去に干潟であった舞浜埋立地先の海域に浅場・
干潟を造成する事によって、沿岸域における多様な
海辺生物の生息場を確保することができ、２０ｈａ
にアサリが分布した場合、８～９万人規模の下水処
理場（濾過量：ＳＳ）に匹敵すると推定される。

便益（Ｂ）

便益の主な根拠

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ

・臨港道路の新たな整備により、渋滞が解消される
ため、ＣＯ２の削減及び沿道騒音の軽減が見込ま
れ、港湾の周辺環境が改善される。

・荷主と港湾間の陸上輸送距離の短縮により、輸送
コストが削減されると共に、ＣＯ２及びＮＯＸの排
出量が削減され、港湾の周辺環境が改善される。

・臨港道路の新たな整備により、渋滞が解消される
ため、ＣＯ２の削減及び沿道騒音の軽減が見込ま
れ、港湾の周辺環境が改善される。

輸送ｺｽﾄ削減
(平成19年予測交通量：9,280台/日)

輸送ｺｽﾄ削減
(平成12年度 取扱貨物量：
994千ﾄﾝ/年)

輸送ｺｽﾄ削減
(平成22年度 予測交通量：
39,500台/日)



【港湾整備事業】
（補助）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

中津港　田尻地区
廃棄物埋立護岸
　大分県

19 74 17 4.4

【都市公園事業・港湾整備事業】
（直轄）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

東京湾臨海部における基幹的広域
防災拠点の整備
　関東地方整備局

1,260 3,052 1,299 2.4

【空港整備事業】
（直轄）
平成１５年度概算要求では事項要求となるので、現在検討中のデータ（総事業費、事業期間、供用開始時期等）に基づく評価

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

東京国際空港再拡張整備事業
　関東地方整備局・東京航空局

約9,000
（※）

約50,000
（※）

約8,400
（※）

約6.0
（※）

（※）事業スキームについては本年末までに確定することとしており、上記のそれぞれの数値は暫定的なものである。
　　　　　　　　　　　　　　  平成１５年度予算の概算決定時に、あらためて評価を実施する予定である。　　　　　　　　　　　　　　　　

便益（Ｂ）

便益の主な根拠

空港利用者(需要予測)
(平成19年度：59,172千人
 平成24年度：73,247千人）

便益の主な根拠

便益（Ｂ）

総事業費
（億円） Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

・航路・泊地の浚渫から発生する土砂の処分場を確
保することにより、事業進捗が図られ、船舶航行の
安全が確保されると共に、埋立完了後の土地は「港
湾関連用地」として有効に活用することができる。

都市及び港湾における緑地の確保により、良好な環境が形
成され、人々の憩いの場が創出される。
※有明の丘地区（公園事業）及び東扇島地区（港湾事業）
が、適切な機能分担により全体として一つの機能を発揮す
ることとされている。
※都市再生プロジェクト（第一次決定）による事業であ
る。

その他の指標による評価Ｂ／Ｃ

・現在の発着容量は２７．５万回／年（３７７便／
日に相当）であるが、当該事業の実施により発着容
量を４０．７万回／年（５５７便／日に相当）まで
増加させることができる。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
便益の主な根拠

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

災害時における災害対策活動の核と
しての機能（現地対策本部、国内外
からの海外救援物資･人員の受け入
れ、活動要員のベースキャンプ等）

費用
（Ｃ）
（億円）

総事業費
（億円）

費用
（Ｃ）
（億円）

処分コストの軽減
（平成19年度 土砂総受入予定量：
780千ｍ3）



【都市基盤整備公団事業】

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）

寝屋川市駅東地区
第一種市街地再開発事業
　都市基盤整備公団

121 205 128 1.6

【官庁営繕事業】

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）
事業の
緊急性

計画の
妥当性 その他

成田空港地方合同庁舎（増築）
　関東地方整備局 23 88 71 1.2 １０４点 １２１点

　入居官署である税関出張所
は業務の多様化、業務量の増
大による狭あい化が著しく、
早急に庁舎整備が必要であ
る。

その他の指標による評価費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ
便益（Ｂ）

便益の主な根拠

総事業費
（億円）

域内便益　：　10,333百万円
域外便益　：　10,169百万円

・当地区は都市再生本部が決定した「都市再
生緊急整備地域（「寝屋川市駅東地域」）」
内に含まれており、当該地域の整備方針に基
づき、以下のとおり事業推進を図るものとす
る。
・広域幹線と駅前広場を結ぶ都市計画道路
（寝屋川駅前線）の一部整備を再開発事業の
中で行い、地域の課題である寝屋川駅前線の
早期整備を実現する。（隣接地では市の区画
整理事業による道路整備が予定されてい
る。）
・駅前広場や駅前の商業、業務機能といった
既存ストックと連携した施設整備を図るとと
もに、周辺密集市街地の従前居住者等に対す
る受け皿住宅等の整備を行い、密集市街地の
円滑な機能更新を促進する。

計画延べ床面積：6,900㎡

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
便益の主な根拠

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）



七尾第２地方合同庁舎
　北陸地方整備局 14 54 28 2.0 １１３点 １２１点

　入居予定官署の既存庁舎は
いずれも経年による老朽化、
業務量増大に伴う狭隘化が著
しく、早急に庁舎整備が必要
である。

中部空港地方合同庁舎
　中部地方整備局 31 147 51 3.0 １１０点 １００点

  平成１７年３月に予定され
ている中部国際空港の開港に
合わせ、関係官署が入居する
庁舎を早急に整備する必要が
ある。

高松地方合同庁舎
　四国地方整備局 117 453 205 2.2 １２２点 １３３点

  入居予定官署の既存庁舎は
いずれも経年による老朽化、
業務量増大に伴う狭あい化が
著しく、早急に庁舎整備が必
要である。

福岡第１地方合同庁舎（増築）
　九州地方整備局 63 127 112 1.1 １１０点 １３３点

  省庁再編等に伴い新たに設
置された労働局の民借及び分
散の解消のため早急に庁舎整
備が必要である。

名古屋税関麻薬探知犬管理セン
ター
　中部地方整備局

7 16 11 1.4 １０８点 １１０点

　名古屋税関麻薬探知犬管理ｾ
ﾝﾀｰは、２００５年３月末に中
部国際空港が開港されること
に伴い、不正薬物の摘発に不
可欠な麻薬探知犬の管理及び
能力維持の訓練を効率的かつ
機能的に運用を行うため、中
部国際空港近隣に整備する必
要がある。

中央合同庁舎第7号館
　国土交通省 688 2,100 1,385 1.5 １１７点 １６１点

  入居予定官署の既存庁舎は
いずれも経年による老朽化業
務量増大に伴う狭あい化が著
しく、早急に庁舎整備が必要
である。

九段第３合同庁舎（仮称）
　関東地方整備局 146 514 256 2.0 １１４点 １３３点

  入居予定官署の既存庁舎は
いずれも経年による老朽化業
務量増大に伴う狭あい化が著
しい。
　また、省庁再編等に伴い新
たに設置された労働局の民借
及び分散の解消ため早急に庁
舎整備が必要である。

計画延べ床面積：17,943㎡

計画延べ床面積：1,804㎡

計画延べ床面積：187,269㎡

計画延べ床面積：36,905㎡

計画延べ床面積：4,576㎡

計画延べ床面積：7,408㎡

計画延べ床面積：31,175㎡



【海上保安官署施設整備事業】

事 業 名
事業主体 事業の

緊急性
計画の
妥当性

事業の
効果

福岡航空基地庁舎増築
　海上保安庁 2 108点 133点 126点

鹿児島航空基地庁舎増築
　海上保安庁 2 108点 133点 126点

【船舶建造事業】

事 業 名
事業主体

大型巡視船
（ヘリ甲板付高速高機能）
建造（3隻）
　海上保安庁

237

大型巡視船（高速高機能）
建造（3隻）
　海上保安庁

160

小型巡視船（高速特殊警備船）
建造（5隻）
　海上保安庁

115

評価

整備しようとする巡視船は、速力を極めて向上させ、また、夜間監視能力、捕捉能力、操縦性能、射撃精度、警
備広報実施能力等の向上も図られ、不審船事案に的確に対応できるほか、悪質巧妙化する密航・密輸事犯、外国
人漁業の監視取締等にも十分対応することができる。

総事業費
（億円）

評価

その他

庁舎の増築により狭隘解消及び即応体制の強化が図られる。

整備しようとする巡視船は、速力、夜間監視能力、捕捉能力、操縦性能、射撃精度、警備広報実施能力等の向上
が図られ、また、ヘリコプター連携機能を有しており、不審船事案に的確に対応できるほか、悪質巧妙化する密
航・密輸事犯、外国人漁業の監視取締等にも十分対応することができる。

総事業費
（億円）

庁舎の増築により狭隘解消及び即応体制の強化が図られる。

整備しようとする巡視船は、速力、夜間監視能力、捕捉能力、操縦性能、射撃精度、警備広報実施能力等の向上
が図られ、不審船事案に的確に対応できるほか、悪質巧妙化する密航・密輸事犯、外国人漁業の監視取締等にも
十分対応することができる。



【ダム事業】
（直轄）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

沙流川総合開発事業
　北海道開発局 その他 920 747 浸水戸数：1,371戸

浸水農地面積：917ha 667 1.1 継続

サンルダム建設事業
　北海道開発局

10年継続
中 530 554 浸水戸数：4,000戸

浸水農地面積：1,000ha 245 2.3 継続

胆沢ダム建設事業
　東北地方整備局 再々評価 2,440 2,131 浸水戸数：54，650戸

浸水面積：30，000ha 1,029 2.1 継続

鳥海ダム建設事業
　東北地方整備局 再々評価 960 461 浸水戸数：3,400戸

浸水面積：1,600ha 272 1.7 継続

渡良瀬遊水池総合開発（Ⅱ期）事
業
　関東地方整備局

その他 400 959 浸水世帯数：56,260世帯
浸水面積：38,697ha 207 4.6 中止

再評価結果一覧

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

・昭和３７年には平取地点でピーク流量3,470m3/sを記録
し、平取町・門別町で死者１名、304戸の浸水被害が発生
しているなど、過去４０年間に８回の浸水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、平取地点で整備計画目標流量
4,300m3/sの洪水流量を3,200m3/sまで調節する。

・昭和50年には、名寄市等で2,642戸の浸水被害が発生し
ているなど、過去30年間に4回の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、真勲別地点で1,800m3/sの洪水
流量を1,400m3/sまで調節する。
・名寄市、下川町ではサンルダムを水源とした水道事業
を実施中。

・基準地点（狐禅寺）での基本高水流量13,000m3/sのう
ち、4,500m3/sをダム群により調節する。このダム群によ
る洪水調節4,500m3/sのうち、胆沢ダムでは171m3/s（昭和
22年9月型洪水）、１,099m3/s（昭和23年9月型洪水）の
洪水調節効果がある。
・下流への既得用水、約9,700haの農地へのかんがい用
水、胆江広域水道企業団（２市３町）への水道用水等へ
の供給が可能となり、10年に1回程度発生する渇水を回避
できる。

・基準地点（二十六木橋）での基本高水流量3,100m3/sの
うち、800m3/sをダム群により調節する。このダム群によ
る洪水調節800m3/sのうち、鳥海ダムでは570m3/s（昭和33
年9月型洪水）の洪水調節効果がある。

・下流への既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持
を図るとともに、水道用水等への供給が可能となり、10
年に1回程度発生する渇水を回避できる。

・当該事業の実施により、渡良瀬遊水地と相まって、渡
良瀬川の合流量を調整し、利根川本川の計画高水流量に
影響を与えないものとする。
・利根川はS62、H2、H6、H8年と最大３０％、４０～７０
日の長期にわたる取水制限を実施しているなど２～３年
に１回渇水が発生している。当事業の実施により安定し
た供給が可能となる。
・利水予定者からの事業参画の意思表示がない。



清津川ダム建設事業
　北陸地方整備局 その他 2,500 5,900 浸水戸数：110,000戸

浸水農地面積：34，000ha 940 6.3 中止

足羽川ダム建設事業
　近畿地方整備局 再々評価 － － － － － 評価手続

中

紀伊丹生川ダム建設事業
　近畿地方整備局 その他 1,190～

1,450 449 浸水戸数：58,955戸
浸水農地面積：3,388ha 498～571 0.8～0.9 中止

灰塚ダム建設事業
　中国地方整備局 再々評価 1,800 3,431 浸水戸数：5,200戸

浸水農地面積：262ha 1,749 2.0 継続

山鳥坂ダム建設事業
　四国地方整備局 その他 850 651 浸水戸数：21,024戸

浸水農地面積：1,183ha 411 1.6 継続

那賀川総合整備事業
　四国地方整備局

準備計画
５年 － － － － － 評価手続

中

・既設ダムと清津川ダムにより、基準地点小千谷では計
画洪水調節量2,500m3/sの、約７０％～８０％（新潟県魚
沼地方中心の洪水）、約１０％～２０％（長野県中心の
洪水）を調節出来る。
・清津川ダムの新規利水要望は、Ｓ５９の実調着手時２
８．５m3/sから、Ｈ１１時点で１３．７２５m3/sに減少
している。そのうち都市用水は、１３．５m3/sから２．
１１３m3/sに減少している。
・清津川沿川及び信濃川小千谷基準地点への不特定補給
により10年に1回程度の渇水を回避できる。
・国立公園特別保護地域、名勝天然記念物「清津峡」、
ブナを主とする自然林等の水没を考慮し環境に配慮。

－

・平成２年には、和歌山市等で１００戸の浸水被害が発
生している。
・平成１３年には農水で３０％、上工水で約２０％の取
水制限を実施している。
・紀伊丹生川ダムからの水需要計画を変更（和歌山市は
撤退、大阪府は減少）

・昭和４７年には、三次市等で４１９８戸の浸水被害が
発生しているなど、過去３１年間に１０回の浸水被害が
発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で１１５０m3/sの洪
水流量を４００m3/sまで調節する。
・三次市、庄原市では灰塚ダムを水源とした水道事業を
実施中（暫定水利権を両市合わせて5300m3/日を実施
中）。

・平成７年には、大洲市等で１１９５戸の浸水被害が発
生しているなど、過去１０年間に５回の浸水被害が発生
している。
・当該事業を含めた再構築案により、現況の治水安全度
１／１５程度に対し、約１／４０程度に安全度が向上す
る。
・渇水時、現況で約3.3m3/sの流量を夏期6.5m3/s、冬期
5.5.m3/sを確保し、１年の半分はかつてのような自然な
流れを回復する。

－



（補助）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

中山川ダム建設事業
　愛媛県 その他 370 631 浸水戸数：5819戸

浸水農地面積：2436ha 133 4.8 国庫補助
中止

笛吹ダム建設事業
　長崎県

10年継続
中 － － － － － 評価手続

中

【航空路整備事業】

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

広域航法衛星ネットワーク整備
　航空局

10年継続
中 1,669 9,125

飛行経路短縮による費用削減効果
（航空需要予測：
国内線航空旅客需要伸び率
2000-2007:2.2% 2007-2012:3.4%
2012-2017:1.6% 2017-    :1.1%
国際線航空旅客需要伸び率
2000-2007:3.6% 2007-2012:5.1%
2012-2017:4.1% 2017-    :3.7%）

3,526 2.6 継続

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

その他の指標による評価

・アジア太平洋地域における航空交通の効率化に
よって国際貢献に資するとともに、飛行経路設定の
自由度が高まることにより、ＮＯx、ＣＯ2等の排出
ガスの削減や騒音影響の軽減といった環境改善効果
がある。

Ｂ／Ｃ 対応方針

・昭和20年の枕崎台風により、東予市等で日雨量338mmと
いう当流域の既往最大降雨を記録しており、228戸の浸水
被害が発生した。なお、この雨量は1/50計画日雨量に匹
敵するものである。他には昭和54年、62年、平成２にも
浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水基準点において2000m3/s
の洪水流量を1700m3まで調節する。
・水道事業の撤退、農業用水の受益者等の参加困難との
意向

－

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）



事業区分 事業名
事業主体 理             由

ダム事業 渡良瀬遊水池総合開発（Ⅱ
期）事業
　関東地方整備局

治水の必要性は高いものの現段階において利水予定者の事業参
画の意思表示がないため、特定多目的ダム事業としての同事業
を中止する。なお、治水対策については別途検討が妥当。

清津川ダム建設事業
　北陸地方整備局

「治水面では、信濃川流域における治水安全度の向上が必要か
つ重要であるが河川整備の優先順位が不明確であること、また
利水面では、現時点で直ちに大規模な水資源開発を行う緊急性
は薄いと考えられることから、清津川ダムの実施計画調査は中
止することが適当である」という清津川ダム専門委員会の答申
を最大限尊重し、清津川ダム実施計画調査の中止は妥当。

紀伊丹生川ダム建設事業
　近畿地方整備局

治水・利水上の必要性はあるものの、社会経済情勢の変化に伴
う水需要計画の変更によりスケールメリットが低下するととも
に、環境面に配慮し、総合的に判断して事業を中止する。

中山川ダム建設事業
　愛媛県

利水者が事業に不参加の意向となり、ダム事業の緊急性が薄れ
てたことから、国庫補助中止が妥当。

中止事業について

参考


